


３ 監 査 事 項 

▼全課 

（１）歳入確保を行うための取組みについて 

（２）歳出削減のための取組みについて 

（３）住みよい環境づくり及び町民サービス向上に向けた取組みについて 

（４）事務の合理化及び効率化への取組みについて 

（５）滞納整理及び債権管理及び各課室間の連携について 

（６）一者随意契約の内容とその理由について（５万円以上） 

（７）平成３０年度決算審査意見書総括意見に掲げられた事項への対応について 

（８）令和２年度重点事業及び新規事業の進捗について 

（９）第４次総合計画後期実行計画に掲げられた事業の進捗について 

（１０）町内業者への発注状況について 

（１１）業務委託契約における再委託契約について（令和２年度４月～９月までの分） 

 

※水道事業については次に掲げる監査項目に基づき、実施した。 

（１）歳出削減のための取組みについて 

（２）住みよい環境づくり及び町民サービス向上に向けた取組みについて 

（３）事務の合理化及び効率化への取組みについて 

（４）埼玉県水道統計調査に基づく県内同規模自治体との経営状況、事業概況の比較分

析について 

（５）近隣市町との水道料金の比較分析について 

（６）固定資産管理台帳について 

（７）施設及び水道管更新の計画について 

（８）企業債の償還状況について 

（９）有収率向上のための取り組みについて 

（１０）一者随意契約の内容とその理由について（５万円以上） 

（１１）平成３０年度決算審査意見書総括意見に掲げられた事項への対応について 

（１２）町内業者への発注状況について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



４ 監査結果 

監査事項について審査したところ、いずれの事務事業においても、概ね適正かつ効

率的に行われており、順調に実施されていると認める。しかしながら、次のとおり、

一部に不適正な処理が見られた。これらについては、今後の改善が必要と認められ

る。 

 

〇物品に関する事務については、法令その他別に定めるものを除くほか、財産規則の

定めるところによるものとされているにもかかわらず、事務処理の実状に当該規則

との少なからぬ乖離が見受けられた。 

 

〇物品については、地方自治法第２３９条において「普通地方公共団体が使用のため

に保管する動産」として、借用物品も含めているにもかかわらず、財産規則におけ

る管理の対象とされていなかった。 

 


